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(1)福津市国民健康保険の状況 

①R4年度決算状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳入】 （単位：千円） 【歳出】 （単位：千円）

4年度 3年度 増減 4年度 3年度 増減

決算額（A) 決算額（A) （A）-（B) 決算額（A) 決算額（A) （A）-（B)

一般分 1,289,105 1,280,930 8,175 一般分 4,468,025 4,689,037 ▲ 221,012

退職分 123 203 ▲ 80 退職分 0 0 0

計 1,289,228 1,281,133 8,095 計 4,468,025 4,689,037 ▲ 221,012

0 4,650 ▲ 4,650

4,663,149 4,882,756 ▲ 219,607

法定内 521,505 517,931 3,574 1,768,455 1,771,535 ▲ 3,080

法定外 0 0 0 1 1 0

計 521,505 517,931 3,574 52,647 57,326 ▲ 4,679

86,414 75,591 10,823 24,063 98,726 ▲ 74,663

24,312 17,625 6,687 144,355 76,648 67,707

6,584,608 6,779,686 ▲ 195,078 6,457,546 6,693,273 ▲ 235,727

【歳入決算額】 6,584,608 千円

【歳出決算額】 6,457,546 千円

【差引収支】 127,062 千円

繰越金

その他

合計

共同事業拠出金

保健事業費

積立金

その他

合計

繰入金

保険税 保険給付費

国庫支出金

県支出金

保険事業費納付金

区分 区分
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②国保財政の状況 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度

歳出合計 A 7,700,431 7,624,669 6,646,189 6,618,334 6,587,073 6,693,273 6,457,546

特定財源等計 B 6,145,804 6,200,692 5,168,323 5,197,866 5,028,401 5,173,319 4,973,461

必要保険税 C（A－B） 1,554,627 1,423,977 1,477,866 1,420,468 1,558,672 1,519,954 1,484,085

収納額 D 1,197,353 1,160,375 1,193,230 1,157,719 1,271,383 1,237,846 1,244,036

軽減額（法定内繰入）E 301,049 300,912 318,852 320,755 362,880 368,522 367,111

合計 F（D+E） 1,498,402 1,461,287 1,512,082 1,478,474 1,634,263 1,606,368 1,611,147

法定外繰入 G 90,000 0 0 0 0 0 0

歳入合計 H（B+F+G） 7,734,206 7,661,979 6,680,405 6,676,340 6,662,664 6,779,687 6,584,608

収支（歳入－歳出） H－A 33,775 37,310 34,216 58,006 75,591 86,414 127,062

項　目

保険税額
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保険税率（額）比較表（R4年度決算・R5年度当初）

所得割 8.00 ％ 8.00 ％ 0.00 ％

均等割 26,700 円 26,700 円 0 円

平等割 26,700 円 26,700 円 0 円

1人当たり調定額 84,403 円 82,728 円 ▲ 1,675 円 ▲ 2.0 ％

所得割 2.50 ％ 2.50 ％ 0.00 ％

均等割 8,000 円 8,000 円 0 円

平等割 8,000 円 8,000 円 0 円

1人当たり調定額 25,795 円 25,447 円 ▲ 348 円 ▲ 1.3 ％

所得割 2.20 ％ 2.20 ％ 0.00 ％

均等割 13,100 円 13,100 円 0 円

平等割 円 円 0 円

介護1人当たり調定額 26,943 円 26,783 円 ▲ 160 円 ▲ 0.6 ％

合計 1人当たり調定額 117,900 円 115,923 円 ▲ 1,978 円 ▲ 1.7 ％

※１人あたり調定額は、調定総額（基盤安定含む）を被保険者数で除した額

※介護１人あたり調定額は、調定総額（基盤安定含む）を介護対象被保険者数で除した額

R４第1回所得調査 R５第1回所得調査
被保険者数（一般） 13,175 12,635
被保険者数（介護） 3,766 3,655
調定額（医療一般分） 1,112,012,593 1,045,265,940
調定額（支援一般分） 339,852,600 321,523,300
調定額（介護一般分） 101,468,470 97,891,670

1,553,333,663 1,464,680,910

区分
R４年度決算

①
R５年度当初

②
差額

②-①
比率

②/①

医療分

後期高齢者支援分

介護納付金分
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 (2)財政健全化に向けた取り組み 

 収入の確保 

 ①国保税の確保 

  ○収納環境の整備 

    広報紙などを活用し国保制度の啓発を行うとともに、口座振替の推進やコンビニ収納に加

え、令和 3 年 4 月からアプリを利用した納付（PayPay、LINEPay）を開始し、納税者の利便

性の向上に努めている。 

    ⇒納期内納付の促進 

   

○収納対策の強化 

    効果的な滞納整理に努め、滞納初期段階での納税相談や納税指導を徹底する。 

    ⇒収納率の向上 

・ 預金・生命保険・給与等の債権を中心とした差し押さえの強化 

・ 福岡県との合同徴収 

・ ファイナンシャルプランナーによる納税相談 
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支出の増加抑制 

①医療費の適正化 

  ア．レセプト点検の強化 

医療機関から提出されたレセプト（診療報酬明細書）について、国保資格の有無や点数誤

り等の点検、記載された診療内容に関する疑義についての再審査請求を行い、医療費の適

正化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．接骨院・整骨院受診の適正化 

接骨院、整骨院の受診者への受診内容の照会、受診する上での正しい知識の周知、啓発

を行い年々増加する療養費の削減を図る。（27 年度から実施） 

⇒療養費の適正化 
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ウ．ジェネリック医薬品の普及促進 

 

 新薬から低価格であるジェネリック医薬品（後発医薬品）へ切り替えることにより、医療費の軽減 

が図られるため、普及促進に努める。 

  ●ジェネリック医薬品差額通知 

「ジェネリック医薬品に切り替えた場合のお薬代の自己負担額の軽減に関するお知ら

せ」を毎月送付。 

・ 対象者 削減割合が高い方 毎月約 250 名 

・ 削減額 令和４年度 1,579 万円（132 万円／月） 

・ 切替率 44.8% 

     ●ジェネリック医薬品の普及促進 

・ ジェネリック医薬品希望カードの配布 

 

 

 

 

 

 

エ．医療費通知の実施 

  国民健康保険の被保険者にその期間にかかった医療費を通知することにより、自分の健

康管理を十分心がけるとともに、適正な受診をしてもらうための目安として現在年 6 回、偶

数月に通知を送付。 

 

 

オ．訪問健康相談の実施 

    病院への頻回受診者、重複受診者に対し、保健師等が適正受診の指導や健康状態に応じ

た生活指導を行うことにより、受診行動の改善や疾病の早期回復を支援する。 

・ 訪問対象者 同一月内に同一診療科に多数回（原則 15 回以上）の外来受診がある

者または、同一月内に同一の疾病で重複（原則 3 医療機関以上）の外来受診がある

者 

・ 対象者の年齢 60 歳から 74 歳 

・ 訪問実施人数 27 人（R4 年度） 

・ 効果あり     15 人 13 万円（月平均） 

 

 

 

 

 

ジェネリック医薬品の新普及率（平均）

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

福津市 52.2% 56.9% 65.9% 69.3% 74.3% 74.4% 77.3% 78.8% 79.2%

福岡県 52.5% 58.3% 66.3% 70.7% 74.2% 74.8% 76.9% 80.3% 80.9%
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カ．健康づくり推進事業の実施 

   令和 2 年度から健康増進室の運動指導等業務委託料の国保割合分を負担することになった

ことに伴い、スタートアップ事業における一定の条件を満たした 40～65 歳の参加者に対し、

福津いいざいの商品券を贈呈した。コロナ禍による健康増進室自体の閉鎖や人数制限を行

った令和 2 年度と比較すると、令和 3 年度は要件を満たす方が増加した。 

☆スタートアップ事業：「健康的な生活習慣の定着」「効果的な運動指導による健康管理」「健康づくり

への関心を高める」ことをめざし、健康増進室の利用開始を応援するもの 

 

・運動指導等業務委託料                  10,010,000 円 

・スタートアップ事業の商品券代（2,000 円×19 人）     38,000 円 

 

 

キ．新型コロナウイルス感染症対策 

  

・新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

・傷病手当金 

R２ ： 1 件   ４７，４１１円 

R３ ： ５件  １９５，７９３円 

R４ ： ２４件 ５６７，８１４円 

申請数 不承認 承認 減免額

H31 112 38 74 2,605,900

R2 119 38 81 18,900,900

R3 53 16 37 7,424,700

R4 10 0 10 2,076,300


